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改正バリアフリー法について

資料５



 ・バリアフリー化の促進に関する国民の理解・協力の促進等

 （「心のバリアフリー」の重要なポイントとして、

 国及び国民の責務に高齢者、障害者等に対する支援を明記）

道路/路外駐車場旅客施設及び車両等

都市公園

建築物

・ 市町村が作成する基本構想に基づき、重点整備地区において
重点的かつ一体的なバリアフリー化事業を実施

・移動等円滑化基準の適合については、新設等は義務、既存は努力義
務
・新設等・既存にかかわらず、基本方針において各施設の整備目標を

設定し、整備推進
○貸切バス、遊覧船等について法の適用対象に追加
○各施設設置管理者について情報提供の努力義務

２．公共交通施設や建築物等のバリアフリー化の推進 ３．地域における重点的・一体的なバリアフリー化の推進

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(改正後)の概要
※改正法は平成30年５月25日公布、平成30年11月１日施行（一部の規定は平成31年４月１日施行）

○市町村が移動等円滑化促進方針（ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ）を定める制度を創設

貸切バス

遊覧船等

１．基本理念

バリアフリー法に基づく措置は、「共生社会の実現」「社会的障壁の除去」に資することを旨として
行われなければならないことを基本理念として明記

ハード対策に加え、接遇・研修のあり方を含むｿﾌﾄ対策として、事業者が

取り組むべき内容（「判断の基準」）を国交大臣が新たに作成

事業者が、ﾊｰﾄﾞ・ｿﾌﾄ計画※の作成・取組状況の報告・公表を行う制度を

創設 ※施設整備、旅客支援、情報提供、教育訓練、推進体制 等 ○駅等の旅客施設にｽﾍﾟｰｽの余裕がない場合に近接建築物への
通路・ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰﾄｲﾚ整備を促進するため、協定(承継効)・容積率
特例制度を創設

○公共交通事業者等によるﾊｰﾄﾞ・ｿﾌﾄ一体的な取組の推進

○国が、高齢者、障害者等の関係者で構成する会議を設置し、

４．心のバリアフリーの推進、当事者による評価 等

○基本構想・ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝの作成、定期的な評価・見直しを努力義務化

定期的に、移動等円滑化の進展の状況を把握し、評価する努力義務

※赤字は平成30年11月1日施行、青字は平成31年4月1日施行
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旅客施設を中心とした
生活拠点

【マスタープラン及び基本構想のイメージ】

： 移動等円滑化促進地区

移動等円滑化促進地区
かつ重点整備地区

：

： 生活関連施設

： 生活関連経路
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改正バリアフリー法の施行に向けた取組について

■法改正説明会の開催

○平成30年10月に、全国10地域において、11月1日に施行される事項を中心に、自治体及び事業者向けに

説明会を開催し周知徹底を図った（計575団体、997人が参加）。

○特に、共生社会ホストタウンや関心の高い自治体向けに個別相談会を開催し、マスタープランの作成

又は基本構想の見直しについて積極的に働きかけ。

⇒今年度はマスタープラン作成経費に対する補助について、

申請のあった３自治体（兵庫県明石市、山口県宇部市、富山県射水市）に補助金交付決定済。

○平成31年３月に、再度、全国の運輸局において、４月１日に施行される事項を中心に、自治体及び事

業者向けに説明会を開催。

■マニュアルの作成
○自治体向けにマスタープラン作成のためのマニュアルを作成し、平成30年10月に周知した。

○公共交通事業者等向けにハード・ソフト計画作成のためのマニュアルを平成31年3月に作成。

■評価会議の準備・開催

○平成30年11月29日に開催した第7回「バリアフリー法及び関連施策のあり方に関する検討会」

において、障害当事者及び関係事業者団体と評価会議の在り方を議論し、平成31年2月26日に第１回
会議を開催。

■政省令・告示の公布

○平成30年11月１日施行分について、同年10月19日に、必要な政省令・基本方針を公布。

○平成31年４月１日施行分について、同年２月４日に基本方針を公布し、その他の必要な省令・告示に

ついては、３月8日に公布。
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